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隠蔽・改竄・捏造　説明不能の安倍政権は総辞職を
ｐ噴出している、隠蔽・改竄・捏造について国会で審議が続いています。　　　　　　　　　　　　　　　【隠蔽】イラク派兵の「日報」隠蔽は、政権が自衛隊という実力組織を掌握できていないことを示し、文民統制を揺るがす大問題です。安倍首相は「自衛隊の最高指揮官としておわびしたい」と口先では繰り返しますが、小野寺防衛相は、「当時の稲田防衛相の指示が正確に伝達していなかった」と官僚に責任を押し付ける態度です。伝わっていなかったのではなく隠蔽をしたのであり、首相や防衛相の責任は重大です。自衛隊の「日報」隠蔽は「戦場」の危険な実態を隠すためではなかったのかと追及されたのに、小野寺防衛相は答えません。隠蔽が政権にとって「不都合な真実」を隠すために行われた疑いは明白です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改竄】大阪の学校法人「森友学園」に国有地がただ同然で払い下げられ、貸付や売却に関わる公文書が改竄されて国会に提出されていたことは、国民主権と民主主義を破壊する歴史的犯罪行為です。佐川前財務省理財局長の証人喚問でも、値引きや改竄を誰が行わせたのか、目的は何か、明らかになっていません。太田理財局長は、職員が国有地にゴミが大量にあったことを見せかける虚偽説明を「森友学園」にさせようとしたことは認めました。しかし、安倍首相や妻の昭恵氏、麻生財務相らの関与は認めません。昨年２月１７日に安倍首相が「私や妻が関係していれば首相も国会議員もやめる」と答弁した後、菅官房長官が佐川氏や当時総括審議官だった太田局長らと協議したことが、虚偽答弁や文書改竄の発端になったのではないかと指摘されています。官僚に罪をなすり付け、自らの責任は認めない卑劣極まる態度は通りません。昭恵氏ら関係者を国会へ招致し自らの口で語ってもらいましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【捏造】「働き方改革」で、裁量労働制に関する労働時間データを捏造し、裁量労働制の方が一般労働者より労働時間が短いと嘘をつきました。野村不動産で起きた過労自殺を隠蔽し、それが問題になると東京労働局長が記者を恫喝する。国民と国会を欺く安倍政権に「働き方改革」一括法案を出す資格はありません。一括法案は、「残業代ゼロ」法案と「残業時間の上限規制」法案を「一本化」した労働基準法改定案など８本の法律を一括で改定するものです。当初は裁量労働制の適用業務拡大を盛り込むことを狙いましたが、労働時間データの捏造が大問題になり、データ撤回と、裁量労働制拡大の削除に追い込まれました。　　　　　　　　　　ｐイラク派兵の｢日報｣隠蔽、｢森友学園｣文書の改竄、厚労省の労働時間データ捏造と安倍政権の国政私物化による「強権政治」の毒が全身に回っています。問題が主要官庁にわたっていることから、特定の官庁の官僚の責任にすることができないのは明らかです。
どうなる桑名市
新年度になって２週間余り過ぎました。総合医療センターが完成し５月から外来での診察が始まります。駅前の低地の密集地に建て、放射線治療の多額の医療機をそろえ、借金だらけです。今後経営を含め医療がどうなっていくのか見守っていきたいと思います。

西医療センター跡地は（株）メディカル一光に売却予定です。土地売買代金１.３５億円（土地代金５億円、解体工事費３.６５億円）で、平成３０年１０月に売買契約、１１月から解体工事に着手します。平成３２年度に一次開発（１００人規模の有料老人ホーム、４つの医療モール、介護ショップと調剤薬局、便益施設誘致）を完成させ、第二次開発として８０人規模の特別養護老人ホーム（集合住宅、分譲住宅の可能性もある）が予定されているようです。
市の体制も大きく変わり、職員の間にも戸惑いがあるようです。特に、地区センターや公民館の廃止は、市民生活にも深刻な問題が予想されます。困った事があれば、すぐに共産党市議団の方にご一報下さい。

「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
西医療センター跡地計画　　             　　閑散とした城南まちづくり拠点施設
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教育福祉委員会　今年度、小中一貫教育と療育センターを考える

４月１３日、教育福祉委員会と（教育福祉委員会）協議会が行われました。
（１）教育福祉委員会は、今期の「事業評価対象事業」の検討を行い、次の２件に決定した。
1 小中一貫教育推進事業費
小中一貫教育のソフトの面を中心に必要性や問題点を論議していく。２０２０年度から全市的に始めようとしているが、ストップをかけたい。
2 施設管理運営費（療育センター、多世代共生型施設「福祉ビレッジ」）
予算の関係で、「療育センター」の問題点を精査して、「多世代共生型施設」の必要性を議論して行きたい。
（２）（教育福祉委員会）協議会は、専決処分の報告でした。
国保税条例の一部を改正（低所得者の減額措置を拡大するもので、均等割、平等割の軽減措置のうち５割軽減の所得判定基準を５千円、２割軽減では１万円引き上げる内容）するものです。影響を受ける対象となる世帯は５割軽減で１０世帯ほど、２割軽減はないそうです。軽減されて、歳入は５０万円ほどの減額になるとのことです。
「宅地開発事業」は進められます。　監視を！！
「サクシードヒルズ西方（北別所・高塚山地区）宅地開発事業簡易環境影響評価書」について、３月１２日に三重県環境影響評価委員会から審議結果の答申があり、３月１３日付けで、知事意見（何故か答申と同じ内容）が述べられました。①「知事意見、桑名市長意見及び住民意見」について、３月１９日から５月２日まで、県関係機関で閲覧できます。同時に、②「措置報告書」の閲覧が４月２日から５月１６日まで県関係機関と桑名市でできます。
知事意見は、総括的事項として次の４点を述べています。
（１）簡易的環境影響評価は、主に文献調査の結果に基づき予測及び評価したものであることから、現地調査の結果に基づく環境影響評価と比較して予測の不確実性が大きいことに留意し、事業実施の際に予測結果と異なる状況が発生した場合には、適切な措置を講じ、可能な限り環境影響の回避または低減に努めること。
（２）当該事業実施区域は閑静な住宅街に隣接しているため、各環境要素に係る規制基準値や指針値等を遵守し、環境保全措置を徹底するだけでなく、工事の計画や進捗状況を常に情報提供する等、地域住民とコミュニケーションを十分図り、事業を進めること。
（３）事業の実施にあたっては、環境保全対策に関する最新の知見を考慮するとともに、最善の利用可能技術を導入するなど、より一層の環境影響の低減に努めること。
（４）「措置報告書」の作成までに、詳細な工事内容及び施設概要が明らかとなり、予測、評価及び環境保全措置に変更を生じる場合は、それら工事内容等を反映した措置報告書を作成すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ個別的事項として次の６項目に言及しています。（詳細は（４）を除いて略）
（１）騒音　（２）水質、地下水（調整池）　（３）地形、地質（活断層）
（４）陸生動物、陸生植物、水生生物、生態系（全文）桑名市指定天然記念物であるヒメタイコウチは、土壌の水分量のわずかな変化により生息できなくなる可能性が大きいことから、事業実施区域の南側の生息地の保全のため、桑名市の担当課と密に連携し、当該生息地への供給源となる湧水及び表流水の状況把握に努めるとともに、可能な限り水量が維持される施工方法とすること。　　　　　　　　　　　　　　（５）歴史的文化的な遺産　（６）その他（交通事故）
「桑名市小中一貫教育基本方針」（案）の内容
（１）はじめに（教育長の言葉を要約）
世の中の激しい変化に対応できるような、次世代の子供を育てていく必要がある。２０２０年度、教新学習指導要領が小学校で全面実施され、教育界にとって大きな変化を迎える。各教科等の目標及び内容が、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の３つの柱で再整理される。特に、「学びに向かう力」として、自らやる気を高め、粘り強くやり遂げ、他者と協働してつながる力の育成が不可欠と考える。
桑名市では、２０１５年「桑名市総合計画」の中で、確かな学力の定着と向上に向けて、９年間を通した途切れのない小中一貫教育を進めることを明記しています。これを受けて、「桑名市教育大綱」及び「くわなっ子教育ビジョン」（桑名市教育振興基本計画）を策定した。
２０１６年度、教育委員会の諮問機関として「桑名市学校教育あり方検討委員会」を設置し、３点を諮問（①桑名市における小中一貫教育、②小規模校への対応、③中学校区を基本とした地域毎の学校施設の具体的な形態）し、２０１７年４月に、桑名市に合った形で全市的に小中一貫教育に取り組むべきであるという、小中一貫教育の必要性について答申を受けた。
教育委員会では、２０２０年度、全市的な小中一貫教育の導入に向け、｢桑名市小中一貫教育基本方針｣を策定し、基本的な考えや推進内容を示し、子どもたちの実態を十分に把握し、地域の特性を生かした小中一貫教育を着実に推進していく。
（２）基本方針策定の趣旨
桑名市のめざす小中一貫教育（右頁参照）、桑名市小中一貫教育グランドデザイン
（３）桑名市がめざす小中一貫教育の基本的な考え方
導入する目的、進め方、ブロックでの取組、組織体制、推進内容
（４）小中一貫教育の取組拡充に向けて
実践交流会、地域とともに推進、教職員の負担軽減
（５）年次計画
２０１８年度　準備　　　推進体制、重点テーマの設定、情報発信
２０１９年度　準備　　　年間計画実践、小中一貫教育構想図の検討
２０２０年度　完全実施　構想図作成、各種見直し、ブロックの取組発信
＜重点テーマ例＞（略）
３月２９日の教育委員会に諮られましたが、多くの点で指摘があり継続審議になった模様です。
桑名市のめざす小中一貫教育（右頁参照）
「桑名市小中一貫教育基本方針」（案）の４Ｐ，５Ｐ
｢ヒバクシャ国際署名｣と｢９条改憲ＮＯ！３０００万署名｣にご協力を[image: image3.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．３０５　　　２０１８年　　４　月　１９　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５























































































































